
   ふらっと.come ! 
平成３１年４月１2 日  第６１号 

   発行者 特定非営利活動法人船橋福祉相談協議会  

基幹相談支援センター「ふらっと船橋」 

    〒273－0021 船橋市海神１－３１－３１ ジュネス海神１０１   

      TEL    047－495－6777      FAX  047－495－6776  

      HP   http://flat-funabashi.com/  

   Email   flat-funabashi@key.ocn.ne.jp  

 

                        ふらっと船橋・Ｆぷらんにんぐ 

統括所長 清水 博和 

障害者福祉の分野において、様々な仕組みの改正が行われた「平成」は皆様にとってどの様な年

月であったのでしょうか。この平成において考え出された知恵や仕組みが次へと繋がり安心安全で

暮らせればと願います。私どもで考えれば、この平成において構築されてきたのが「相談支援」の

分野であると言えます。 

 基幹相談支援センター（以下、「基幹」という）は設置する自治体によって位置づけが異なります。

重層的な相談体制の構築を進めるにあたり、仕組みとしての役割を明確にすることで関係機関に分

かり易くなりますが、相談者には複雑ではないかという不安もあります・・・。 

国が示す地域における重層的な相談体制とは以下の 3 層体制を指しています。障害福祉サービス

を利用するにあたり、計画相談や基本相談（指定特定相談）が一番身近な相談支援「第 1 層」にな

ります。一般的な相談として日々の暮らしや社会生活力を高めるなどの総合的な相談支援（委託相

談）が「第 2 層」を担います。地域における相談体制の整備やより専門性を要する相談、関係機関

との連携強化など地域全体をフィールドとして調整を図っていく基幹相談支援センターが「第３層」 

という役割になります。 

現在の船橋市における相談体制は、計画相談としての指定特定相談事業所と基幹相談支援センタ

ーの 2 層体制であり、総合相談と基幹の両事業を受託しているふらっと船橋が 2 階建てバスのよう

なイメージで相談支援にあたっています。これまでの運営を踏まえると、この体制では基幹の機能

を果たすには少々難しいのではと考えます。（Ｈ30 年度の実績としては７0,000 件を超える相談数） 

 3 月 3 日に当法人主催で実施をした講演会シンポジウムでは「地域生活支援拠点事業」について

藤沢市の河原氏に講演を頂き、他市の基幹相談支援センターや地域生活支援センターの管理者と船

橋市の担当行政からも参加をして頂きとても内容の濃い充実した時間を過ごせました。 

船橋市として新たに地域生活支援拠点事業運用を開始するにあたり再度、「相談支援の基盤」につ

いての見直しと今後の市内における相談支援体制作り「3層体制に向けて」を一緒に協議検討して行

ければと考えております。「誰もが安心して暮らせるために・・」 

 

『FAS-net 会員紹介』（船橋障害者相談支援事業所連絡協議会） 

 

ケアプランセンターえがお 

                                       木村 洋一 

児童虐待やDV など、虐待の原因の㇐つとして「世代間連鎖」がある、元凶とされる親からの虐

待に、直接対処することは不可能。どのような対処が可能であるのだろうか。親からの虐待⇒受容感

蛮行は家庭から始まるのだろうか 

 相談支援の基盤 



なし⇒低い自尊心⇒他者にサポートを求めるスキルが未発達（個人要因）⇒ストレス耐性が脆弱⇒子

育てにおける閉鎖性（状況要因）⇒育児ストレスの高まり⇒子への虐待。プロセスとして虐待を捉え

ることにより、臨床の専門家である医師や心理士で対処できるところ、行政が援助できるところ、周

囲の友人がサポートできるところ、相談支援などが形成するサービス調整等が明確になり、具体的な

対策が検証しやすくなる。状況が違えば、同じ人でも違う行動をとったかもしれないのである。つま

り行為の原因を個人の特性のみに求めるのではなく、周囲の社会的状況にも求めていくことが大切で

ある。特に虐待の対象となりやすい障がい児（者）が、普通に地域で暮らしていくためのプロセスは

現在も進行中であると感じている。支援を求める個人と、それを取り巻く状況の相互的な作用面に着

目することで、現状を整えていく可能性が高まるのではないかと感じている。 

                         

                         

カム・トゥルー サポートセンター 

石﨑 達也 

 カム・トゥルーは、障害者とその家族に対し「夢、希望、願望」に応えていくのが理念です。それ

に応えていくのが、まさしく相談支援事業所ではないかと平成29年5月主に知的障害者を対象に開

設いたしました。 

 ２年前 2017年９月に我が船橋市でこんな事件があったのはご存知でしょうか？ 

『千葉県船橋市・知的障害者の弟 姉が殺害！』 

『警察によると、姉容疑者(46)は夫と同居する弟さん(45)と3人暮らし。弟さんは知的障害があっ

た。仕事から帰宅した夫が自宅の和室で意識と呼吸のない弟に気付き、119番通報。姉容疑者は弟

さんの首を圧迫し殺害し、「殺したことに間違いない」と容疑を認め逮捕される。姉は「弟が職場に

迷惑をかけていて悩んでいた」という趣旨の供述をしており、警察は、姉が弟の障害に悩んでいた可

能性があるとみて詳しい動機を調べている。』とても切ないニュースでした。 

 お姉さんは介護疲れだったのでしょうか？多分その様な方が沢山いる事でしょう。介護疲れで取巻

く事件は後が絶ちません。どこにも相談出来ず無理心中や監禁、虐待など悲しい程よく聞く話です。

福祉に関わっていなければ存在すらわかりません。 

この様な障害者やその家族を救ってあげたいです。各相談支援者の方と地域の情報を共有して対策

をとり協力体制をもって悲しい事件が無くなる様にしていきたいです。皆さま今後とも宜しくお願い

致します。 

福祉につなげたい？ 

●FAS-net 総会・例会 
日時：５月 ９日（木）１４時から 
場所：千葉県合同庁舎 ３階 分室会議室３ 
 
●NPO 法人 船橋福祉相談協議会 総会 
日時：５月２１日（火）１８時から 
場所：船橋市役所 ７０５会議室 

ふらっと船橋 

開所日：４月２７日（土）、 ３０ 日（土） 

５月 １日（水） 

休業日：４月２８日（日）、 ２９ 日（祝） 

    ５月 ２日（休）から６ 日（休） 

お 知 ら せ 

４月２７日から５月６日の業務案内 


